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第１回港区区政会議 こども青少年部会 議事録 

 

１ 日 時  平成28年６月22日（水）午後７時00分～午後９時00分  

２ 場 所  港区役所 ５階501・502会議室 

３ 出席者 （委 員） 

石川委員、牛島委員、瓜生委員、尾方委員、髙橋委員 

西山委員、野上委員、前川委員、宮崎委員、宮本委員 

森下委員、山口委員 

（50音順） 

（学校関係） 

傳馬市岡東中学校校長、小林弁天小学校校長 

 

（港区役所） 

田端区長、川上総合政策担当課長、花立教育担当課長 

谷口窓口サービス課長、野村窓口サービス課長代理 

 

４ 議 題  

（１）港区まちづくりビジョンの策定について 

（２）平成27年度施策・事業の評価について 

（３）平成28年度の取組について 

（３）その他 
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平成２８年第１回港区区政会議こども青少年部会 議事録 

 

○野村窓口サービス課長代理 委員の皆さん、こんばんは。定刻の時間が参りました

ので、平成２８年度第１回港区区政会議こども青少年部会を開催させていただきます。 

本日は、雨が降る中、お足元が悪い中、ご出席いただきありがとうございます。 

私、司会を務めさせていただきます港区役所窓口サービス課長代理の野村でございま

す。ふなれな点ございますが、どうぞよろしくお願いいたします。座らせていただきま

す。 

区政会議につきましては、大阪市の条例に基づく会議となっておりまして、委員の定

数の２分の１以上の出席がなければ開くことができないこととなっております。本日の

委員の出席状況でございますが、定数１７名のところ、１０名のご出席をいただいてお

りますので、今回につきましては有効に成立することをご報告させていただきます。 

また、会議は公開とさせていただいており、後日、会議録を公開することとしており

ますので、そのために会議を録音させていただきます。正確に記録を残すため、マイク

を使用することとしてご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

会議を始めます前に、委員の変更がございましたのでご紹介させていただきます。お

手元の次第の次にあります名簿をごらんいただきたいと思います。 

港区ＰＴＡ協議会の役員改選がございまして、このたび、同協議会から推薦者の変更

がありました。山本委員が退任されまして、宮本さんをこのたび委員に選任させていた

だきましたのでご紹介させていただきます。宮本委員よろしくお願いいたします。 

○宮本委員 宮本です。よろしくお願いします。 

○野村窓口サービス課長代理 また、今回は小学校、中学校の校長会の幹事校長先生

が、オブザーバーとしてご参加いただいております。小学校につきましては、弁天小学

校の小林校長先生でございます。 

○小林弁天小学校校長 小林です。よろしくお願いします。 
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○野村窓口サービス課長代理 中学校につきましては、市岡東中学校の傅馬校長先生

にご出席いただいております。 

○傅馬市岡東中学校校長 傅馬でございます。 

○野村窓口サービス課長代理 どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは初めに、田端区長のほうからご挨拶がございます。田端区長、よろしくお願

いいたします。 

○田端港区長 皆さん、こんばんは。区長の田端です。 

きょうは、区政会議こども青少年部会ということで、平日のこの時間にもかかわりも

せず、また雨の中、区役所まで会議のため、ご足労いただきまして本当にありがとうご

ざいます。また、小林先生、傅馬先生、お忙しい中、ありがとうございます。 

かねてから申し上げていますように、今、大阪市は区役所がまちづくりを担っていく

という、そういう仕組みの中で市政、区政を運営しています。教育のことにつきまして

も、ちょっと分権型教育行政という難しい言葉を使っているんですけれど、大阪市全体

で取り組むべきことは、教育委員会と市長で方針を決めて、その方針のもとで大阪市の

教育委員会のもとで取り組んでいくと。ただそれはもう、大阪市全体として、共通で取

り組んでいくことだけ。あとは、それ以外のことは、もう各区で、地域の方、あるいは

保護者の意見を学校のほうに、学校運営に反映させながら、各区で進めていきましょう

と、そういう考え方です。そのために、各区で、いわゆる教育会議、住民、保護者の皆

様の代表と、行政、学校の構成メンバーとなるような教育会議をつくりましょうという

ことになっていまして、港区の場合は、この区政会議のこども青少年部会を、港区の教

育会議とかみ合わさせていただいているというような位置づけになってございます。 

そういう会議として、きょうは、ご案内のように、昨年度の港区の教育の関係の施策

事業の評価をいただくということ、また、今年度の取り組みの概要をご説明するという

こと、それと、ちょうど今、港区のまちづくりビジョンの改定時期にありますので、パ

ブリック・コメントも終わりましたので、その状況を申し上げて、ご意見をいただきた
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いということでございます。 

重ねて恐縮ですけど、来週また区政会議の本会議ということで、よろしくお願いいた

したいと思います。 

きょうは恐らく、いつも行政でたくさん資料を用意して、説明の時間を長くというこ

となんですけれど、多分、きょうはかなり説明のほうは少ない時間でさせていただける

んじゃないかなと、反対に、ご意見のほう、意見交換のほう、多くの時間をとらせてい

ただけると思っておりますので、ぜひ、いろんな角度からご意見いただければ幸いでご

ざいます。どうか、よろしくお願いいたします。きょうは、ありがとうございます。 

○野村窓口サービス課長代理 田端区長ありがとうございました。 

それでは早速でございますが、会議を始めさせていただきたいと思います。なお、本

日お配りしている会議資料等もございますが、説明時に、それぞれ確認をさせていただ

きたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

それでは森下議長、議事進行をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○森下議長 皆さん、こんばんは。お忙しい中、またお足元の悪い中、ご出席をいた

だきまして、まことにありがとうございます。 

前回の部会、私は欠席いたしまして、初めて区政会議を欠席したんですけれども、今

回もまた第１回の部会ということなんですが、部会ごとに第１回のご挨拶をしているよ

うな気がするんですが、また新たに区Ｐから宮本会長をお迎えいたしまして、新たな気

持ちで、会議のほう進めてまいりたいと思いますのでご協力をよろしくお願いします。 

宮本会長におかれましては、僕、同級生なんですけれども、ずっと一緒に区Ｐをやっ

ておりまして、彼は行政のご職業ということで、このような施策事業というのはもうプ

ロみたいなもんですから、私がここで先輩としてアドバイスをするようなことは全くな

いんで、お仕事に差しさわりのない程度で、ご意見のほうを頂戴したいと思いますんで

よろしくお願いします。 
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きょうも長時間になりますけれども、皆様、熱心なご意見いただきますようによろし

くお願いいたします。 

それでは、早速ではございますけれども、次第に沿って進めてまいります。 

２議題の「（１）港区まちづくりビジョンの策定について」、これにつきまして川上課

長からよろしくお願いします。 

○川上総合政策担当課長 皆さん、どうもこんばんは。総合政策担当課長をしており

ます川上です。私のほうから、まちづくりビジョンの策定につきまして、ご説明をさせ

ていただきたいと思います。座らせていただきまして、ご説明をさせていただきます。 

説明で使います資料なんですが、当日配布資料ということで、右肩にＡと書いており

ます、「港区まちづくりビジョン（案）についてのパブリック・コメントに対する意見

と港区の考え方」、こちらのほうと、同じく当日資料のほう右肩にＢ－１と書いており

ます、「大阪市港区まちづくりビジョン（案）」、こちらのほうを使いましてご説明をさ

せていただきたいと思います。この２つをお手元にご用意をいただけますでしょうか。 

もし、ない方がございましたら、挙手いただけましたら係りの者がお届けしますので

よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。 

まちづくりビジョンにつきましては、この間、区政会議で何回もご議論をいただきま

して、意見をいただきまして、今、案という形でパブリック・コメントをさせていただ

きました。その結果、さまざまな意見が出てきておりますので、その意見と、その意見

に対します考え方につきまして、きょうはご説明をさせていただきまして、きょうと２

９日にも全体会議で、その意見を踏まえて、改正、修正をする必要があるというような

意見をいただきましたら、それも踏まえまして、質問を含めて検討させていただくとい

うことで進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、まず、当日資料Ｂ－１ということで、パブリック・コメントに挙げさせて

いただきました港区まちづくりビジョン（案）で、こちらのほうを説明をさせていただ

きます。こちらのほうにつきましては、今までいろいろ議論をいただいておりますので、
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簡単に振り返るという形でご説明させていただきます。今回は、こども青少年部会とい

うことですので、こども青少年にかかわります部分だけをご説明させていただきたいと

思います。 

それで、まず、１０ページをちょっとお開きをいただきたいんですけれども、第３章

の「区の将来像」ということで、「いちばん住みたいまち、住んで誇りに思えるまち港

区」、これを目指して手を尽くしていくということでございます。これを進めるに当た

りまして、このゲラに入っています【まちづくりの５つの柱】、これを柱といたしまし

て、先ほどの将来像を目指していくということになります。本日につきましては、この

まちづくりの柱の４つ目です。「「子どもの学び」と「子育て世代」を応援するまちづく

り」と、ここのほうにつきましてご説明をさせていただきたいと思います。 

まず、このビジョンの内容の説明なんですが、２７ページを開いていただけますでし

ょうか。ここが４つの柱のうちの１つ、「「子どもの学び」と「子育て世代」を応援する

まちづくり」のほうになります。もちろん、そういう将来像を実現していくために、現

状と課題ということを認識した上で、具体的な取り組みを決定していくということが必

要でございます。大きな現状と課題ということでございますが、次の２８ページのほう

上段に、表をつけさせていただいておるんですが、こちらのほうにつきましては、年齢

別の港区の人口を対象に、推移を表示させていただいたものです。 

平成２７年度につきましては国勢調査が行われたんですが、まだ年齢別の結果が公表

されておりません。今月の末ぐらいに出てくるということを聞いておるんですけれど、

ですから平成２７年度につきましては推計数値を使わさせていただいております。率で

いいますと、１４歳以下の方が、昭和５５年と比べますと、平成２７年度の半分以下の

割合になっているという現状がございます。この後、出てくるんですが、その結果、児

童・生徒の数が非常に減りまして、学校側もその単学級の学校が非常にふえておるとい

うようなことで、教育的に大きな課題になっておるということでございます。これは前

段ですが。 



- 7 - 

２７ページに戻っていただきまして、それで言いましたら、少子化ですとか核家族化

が進んでいるということで、人間関係が希薄化をしており、そういったことから、家庭

や地域におけます教育力の低下ですとか、いじめや不登校などの問題が深刻化をしてお

ります。また、学びにつきまして、「全国学力・学習状況調査」及び「全国体力・運動

能力、運動習慣等調査」の大阪市平均につきましては、いずれも全国平均よりも低い状

況になっておるという現状がございます。子どもたちがみずから学び、考え、表現をい

たしまして、課題を解決できる力を育むとともに、教師が学習指導に本来の力を注いで

いただけるといった環境をつくっていくことが求められるということでございます。 

また、保護者・地域住民、校長等のさまざまな意見・ニーズを酌み取りまして、学校

園だけでは解決できない横断的な課題への対応につきまして、学校を支援するというこ

とが必要な現状になっております。 

先ほども、こちらが申し上げましたが、区内の１１小学校のうち５校につきましては、

適正配置の対象となります１１学級以下の学校になっておりまして、そのうちの４校に

つきましては、平成３１年度以降につきまして、全学年が単学級になる見込みになって

おります。児童の教育環境改善のために、学校の規模と配置の適正化の検討が必要な現

状になっております。 

こういった現状と課題がございますので、２８ページ、表の下です。こちらのほうに、

課題を踏まえました主な施策を書かさせていただいております。（１）「①分権型教育行

政の推進」のほうでございます。行政・地域が連携をいたしまして、学校園だけでは解

決できない課題への対応についてサポートをしていきますということと、もう一点につ

きましては、平成３０年度末までに適正配置の対象となります１１学級以下の学校の適

正配置計画、こちらのほうを策定してまいりますということで、載っております。 

「②子どもの学力・体力の向上」でございますが、こちらのほうにつきましては、区

の特性や強みを生かしまして、子どもの学力・体力向上ですとか、特色ある学校づくり

を支援してまいりたいと思っております。 
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また、次の項目ですが、家庭学習を促進するために、学校・ＰＴＡ・地域等との連携

をするとともに塾代助成事業などを活用いたしまして、学校教育以外の学習の場への児

童生徒の参加を促進してまいりたいとしております。 

次の項ですが、商店街が企業等と連携をいたしまして、子どもたちが体験学習や職業

体験できるような機会を充実をしてまいります。 

次の項ですが、ボランティア団体等と連携をいたしまして、絵本に親しむ機会を充実

するなど、子どもの読書活動についても促進をしてまいります。 

ページをめくっていただきまして２９ページになります。外遊び、スポーツ、野外活

動など、五感を使いました体験活動の機会、こちらのほうにつきましても、提供いたす

ことで、子どもの生きる力を育んで行きたいと思っております。 

③になります。「子どもの教育環境の向上」のほうをごらんください。福祉的課題を

抱えます児童生徒や、その家庭に対しまして、スクールソーシャルワーカーですとか、

臨床心理士によります巡回・派遣によります教育相談等を実施しまして、学校園と協力

をして支援をしてまいります。 

次の項ですが、学校教育、家庭教育に関しますボランティア活動を支援するとともに、

ボランティア人材の確保に取り組んでまいります。 

次の項ですが、学校、地域と連携をいたしまして、子どもの安全確保や健全育成に取

り組んでまいります。 

子どもの安全確保に関してですが、申しわけございませんが、ちょっとページを戻っ

ていだだきまして、１８ページの真ん中から少し下に、③ということで、「子どもを犯

罪から守る取組みの強化」という項目を、具体的に取り組む中で入れさせていただいて

おります。 

ここの２点目ですね、こちらのほうに学校、ＰＴＡ、地域等と連携をいたしまして、

「こども１１０番の家」事業、こちらについて協力家庭や事業所をふやすとともに、子

どもたちがいざというときに確実に利用できますように、「こども１１０番の家」の場
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所、これを子どもに認識させるような取り組み、これを進めてまいりたいというふうに

考えております。 

このビジョンの具体的な取り組みについては以上なんですが、２９ページのところで

すが、成果目標ということで２点挙げさせていただいております。 

１つが、平成３０年度までに適正配置の対象となっています小学校の適正配置計画の

策定をするという事業です。 

２つ目につきましては、授業時間以外の１日当たりの勉強時間が３０分よりも少ない

児童・生徒の割合を、平成２７年度の実績よりも平成３０年度にはそれぞれ５％以上の

改善をするという目標を挙げさせていただいております。 

この内容でパブリック・コメントをかけさせていただきました。 

次に、パブリック・コメントに対します意見と、その意見に対します考え方について

ご説明をさせていただきます。 

当日資料Ａのほうをごらんいただけますでしょうか。１枚めくっていただきまして、

２ページをごらんいただけますでしょうか。右の端に、横に向きました２ということで

書かさしていただいているページです。ここの中段、真ん中の段なんですが、こちらの

ほうになります。 

ご意見といたしましては、子どもたちの学力・体力の向上という割りには、評価の仕

方や受験の方法ばかりいじって実際の子どもにかかわることをおろそかにしている気が

するというものございます。 

こちらのほうにつきまして、区役所の考え方ということで右に書いております。先ほ

ど、ビジョンの案を説明させていただいた内容の要約的な考え方になっておるんですが、

子どもの生きる力を育むことが求められていることから、子どもの学力・体力の向上の

ために学校園と連携をいたしまして、区の特性や強みを生かした取り組みを行うととも

に家庭学習を促進してまいります。また、外遊び・スポーツ・野外活動など五感を使い

ました体験活動ですとか、体験学習、職業体験、子供の読書活動など、学校・家庭・教
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育と連携をしたさまざまな機会を提供していきたい。 

こういう考え方に基づきまして、今、見ていただいたところをつくらせていただいて

います。 

続きまして、ページのほうが６ページになります。２枚ほどめくっていただいたやは

り裏面になります。６ページの真ん中より下の段になります。 

こちらのほうが、柱の中の１つ、「４「子どもの学び」と「子育て世代」を応援する

まちづくりについて」になります。 

この上段のほうです。こちらのほうのご意見につきましては、学力だけでなく遊びの

中から学ぶということで、今ある公園を児童用と小学生、中学生の２つに分けたらどう

かという意見でございます。 

これに対します港区の考え方なんですが、この都市公園自体につきましては、都市公

園法ですとか、大阪市の都市公園条例に基づきまして設置をされて、運営をされておる

というものになります。身近な活動ですとか、新たな都市魅力の創造といいました多様

なまちづくりにも活用できる貴重なスペースであるということでございますので、区役

所といたしましては、区役所の役割でございます基礎自治行政の推進という立場で、公

園管理につきまして、地域住民の方の意見ですとか、ニーズを把握してまいりたいとい

う意味で考えております。 

その下の段ですが、こちらのほうにつきましては、昨日、開催をさせていただきまし

た区政会議の福祉部会のほうでご意見をいただいておりますので、本日につきましては、

ご説明については省略をさせていただきたいと思います。こども青少年部会にかかわり

ますビジョンのパブコメについての意見と考え方につきましては以上になります。 

私からの説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○森下議長 ありがとうございます。ご説明をいただきましたけれども、港区まちづ

くりビジョンにつきまして何かご質問等ございますでしょうか。例えば何か文言がわか

りにくいであるとか、加筆が必要であるとかというような何かご意見というのはないで
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すか。 

はい、よろしくお願いします。 

○傅馬市岡東中学校校長 市岡東中学校の校長でございます。 

成果目標で、家庭学習のことが書いてございまして、平成２５年度より平成３０年度

にはそれぞれ５％改善するということで、昨年度から、区のほうでいろいろお取り組み

いただいておりまして、家庭学習の手引き、それから、みなりんドリル、これは２年続

けてはるんですけれども、今後、これはどのように続けていくのか、発展するのか。そ

れと、狙いとしてはいいところを狙ってはると思うんですが、もう一つ目に見える成果

というのは、長い目で見ていかないとなかなか出ません。もう少し活用方法の工夫とい

う点では、何らかのことをやっていったらどうかなと。やっぱり渡しっ放しじゃなくて、

集めるということを大事にするであるとか、非常にいいことをやってはるんで、もっと

発展させて行きはったらどうかなと思います。これが１つ。 

もう一つは、こども１１０番をふやすということ、これはこれでいいと思うんですが、

私、学校にずっとかかわってきまして、こども１１０番のことにかかわってきたんです

が、実際にこども１１０番の家に駆け込んで助けを求めてよかったという事例、ほとん

ど知らないんです。ただ、抑止力としては、札が上がっている、あっ、ここはそういう

ふうな方が住んでいるということで抑止力にはなるんですけれども、子どもの側からし

たら、いざ何かあったらここに言いにいったらええねん、言うようやけど、ふだんそん

なこと頭において行動していないと思うんです。子どもらが一番よく行きやすい場所で、

行きなれているところはどこかと言ったら、コンビニかなと思って、コンビニに駆け込

んだら助けてくれるとかいうのはちょっと無理な話なのかなと一瞬考えた次第です。こ

れは別に単に思いつきだけですんで、今後そんなことも考えたらどうかなと思った次第

です。 

以上です。 

○田端港区長 よろしいですか。ちょっと先に申し上げるべきだったんですけど、恐
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縮ですけれど、これは、まちづくりビジョンにつきましては、長期的な観点に立った考

え方を整理させていただいているということで、平成３１年度末を想定してつくってい

ます。このまちづくりビジョンに基づいて、今後、後でご説明します毎年度の運営方針

をつくって、そこで具体的に取り組んでいくということにしております。傅馬先生がお

っしゃるいわゆる家庭学習習慣をつけていくというのは、港区としてもかなり、今、重

点を置いて意識して取り組んでおります。できれば、後で、また昨年度の運営方針、あ

るいは今年度の運営方針で具体的にご説明をいたしますので、そちらのほうで、ほかの

皆さんの委員の方のご意見も踏まえて、家庭学習習慣の関係については、ご意見をお話

させていただきたいと思っています。 

それと、こども１１０番の家につきましては、本当に、実際子どもがそこに駆け込ん

だことがあっては本当はいけないでしょうと我々は思っています。今まで協力するよと

いうことで、旗も掲げるよということだったんですけれど、なかなかやっぱり子どもが

実際そこへ入っていくというのは勇気が要ることやと思っていますので、今年度からは、

地域とかＰＴＡのほうにご理解をいただいて、できる地域から、実際、子どもがその１

１０番の家に入らせてもらうというような、訓練と言うたらちょっと大げさなんですけ

れど、体験なんかもしていくべきかなというふうに思っています。 

○花立教育担当課長 そういうのは得意なんですが、コンビニについて、防犯計画に

ついてのパブリック・コメントで、こども１１０番の家事業について、協力家庭は留守

の場合もあるではないかと、そういうとき、万一、駆け込んでもいらっしゃらないとい

うこともあるんじゃないですかというご質問をいただいてました。それに対しては、先

ほど申し上げましたように、抑止力ということが１つあります。また、協力家庭、そう

いった一般の家庭だけじゃなくて、あいているというのが明らかにわかるような事業主

について、とりわけ通学路でありますとか、道沿いの、大きな道沿い、子どもたちがよ

く通る道沿いの事業主については、ご協力を求めていくということでこれまでもやって

きたんですが、ただ、それについては、これまで地域にお任せをしていた部分がありま
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したので、今後は、例えばコンビニでありますとか、そういったチェーン店というんで

すか、そういったところについては区から働きかけて登録を進めたいと思っておりまし

て、その中の１つにコンビニも入っております。できるだけ早い時期にそういった登録

を進めなければと思っております。 

○森下議長 ありがとうございます。ほか何かご意見はございますでしょうか。 

尾方委員よろしくお願いします。 

○尾方委員 公募の尾形です。 

小学、中学生の平均学力向上に対して、以前、磯路小学校の講演ですか、あれにちょ

っと参加させていただいたんですけども、何とか、よその県のトップクラスの実情とい

いますか、そういった、ちょっとでもまねしてでも、１点でも２点でも平均点数が上が

るような取り組みをということで、ああいう授業をされたと思うんですが、あれは磯路

小学校だけだったんですか。それともほかの校下でもやられたんですか。もしそうでな

かったら、また何回かああいった講演といいますか、できたら子供さんも、僕らは子ど

もいてないんですけども、今現在子育てされている小学生、中学生のお父さん、お母さ

んの参加をいただいて、ああいった授業をされたらみたいなこと思うんですが。 

以上です。 

○花立教育担当課長 ３月に、家庭学習の手引きの監修をいただきました大阪大学の

志水宏吉先生をお招きして、港区教育フォーラムとして参加された講演会を実施させて

いただきました。会場は磯路小学校だったんですが、対象は港区住民全員を対象とさせ

ていただいて、各小中学校の保護者には、全員にチラシなどを配布させていただきまし

た。 

○尾方委員 それにしたらちょっと人数が少なかったなという感じやったんですけど。 

○花立教育担当課長 そうですね、はい。より周知も努めたり、また内容についても

工夫して、皆さんが参加しやすいような講演会も、今後とも開催していきたいと思って

おります。ありがとうございます。 
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○森下議長 ありがとうございます。教育フォーラムにつきましては、私も出席をさ

せていただきまして、壇上にも上がらせていただきましたけども、やっぱり現役の方が

少ないんですね。西山委員、教育フォーラムと聞いて、ああ、あれやなといってぱっと

浮かびますか。 

○西山委員 浮かびます。 

○森下議長 浮かぶ。 

○西山委員 参加はしたことはないですが。 

○森下議長 ないですか。やっぱりここの世代がどんどんと参加していただきたいと

思います。ほか何かご意見は。宮本委員、お願いします。 

○宮本委員 港区ＰＴＡ協議会の会長の宮本です。 

初めての参加で発言させていただいて恐縮なんですけども、教育と学校、ＰＴＡ、地

域等連携というのが言われていると思うんですけども、この部会で、この間、ちょっと

議論があったかどうかというのも承知していないんで申しわけないんですけども、地域

と学校教育の関係で言いますと、小学校で言いますとはぐくみネットなり、中学校で言

うと、元気アップがあろうかと思うんですけども、私も実は小学校下でははぐくみをや

っているんですけども、区としてははぐくみネットとか、学校元気アップについてはど

のようにかかわりといいますか、お考えをお持ちかなというちょっとお聞かせいただき

たいなと。 

○花立教育担当課長 それぞれ、はぐくみネット、元気アップでの校区の事業もある

かと思います。とりわけ今、この間、かかわりのあるとこで言いますと、家庭学習の促

進というところで言いますと、元気アップの放課後の学習の取り組みがありまして、そ

ういったところについては、学校に対しても引き続き取り組みをしていただくようお願

いしているところでございます。 

また、はぐくみネットにつきましては、地域活動協議会の中で、港区については実施

していただいておりまして、これまでと違って、地域との連携がより深まって、学校の
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取り組みと地域の取り組み、連携した取り組みができるような枠組みとはなっていると

思うんですが、それを今後促進していくことが課題だと認識しております。 

○森下議長 ありがとうございます。ほか何かご質問等ございませんでしょうか。髙

橋委員、よろしくお願いします。 

○髙橋委員 髙橋です。お願いします。ちょっと勉強不足で申しわけないんですけど、

はぐくみネットと元気アップというのは何なんですか。 

○花立教育担当課長 はぐくみネットにつきましては、小学校で実施している、簡単

に言いますと学校応援団のようなものなんですね。地域の中では、学校の内容を広報誌

で地域の方に伝えるとか、学校と連携して外部の講師をお招きして講演会を開いたりと

か、学校と地域をつなぐような、そういった役割をしている人たち、組織でございます。

それの中学校版が、学校元気アップ支援本部事業というのがございまして、そちらにつ

いては、校下の学習でありますとか図書館の活動、それから緑化活動といった大きな３

つの柱に基づいて、中学校等で地域の方が連携して取り組みをされております。 

○髙橋委員 ありがとうございます。 

○森下議長 学校元気アップにつきましては、石川委員さんがご専門でございますの

で、詳しくご説明をお願いしたいと思います。 

○石川委員 詳しくですか。 

○森下議長 そうですね。お願いします。 

○石川委員 石川です。今、花立課長からご説明があったみたいに、中学校で、中学

校の先生方が地域の方にどういったことをお手伝いしてほしいとか、元気アップの人間

が押しつけるんじゃなくて、学校側の要請で、子どもたちのためにこういうことをして

ほしいとか、そういうのを聞いて、学校の希望に応えるようにしているのが、今正直な

ところなんですね。だから、学校によって勉強会してほしい、放課後勉強会してほしい、

土曜日勉強会してほしいと言われたら、そのようにボランティアの方を集めたりしてい

くんですね。 
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○髙橋委員 して、勉強会を開いたりとか。 

○石川委員 はい。で、図書館も、今、週７回あけないといけないんですね。教育委

員会の決まりで。 

○花立教育担当課長 目標として。 

○石川委員 目標として週７回なんで、一応お昼休み、ほとんどのところはあけられ

ていると思うんですけれども、もうそれだったら、月曜日から金曜日で５回ですよね。

だから、あとの２回は放課後にあけるとか。あと、緑化活動です。学校がきれいだと、

やっぱり子供の心も健全になるというのもあって、お花を区役所からいただいて緑化活

動をしたり、野菜を植えたりしてらっしゃる中学校もいろいろあるんで。 

今、おっしゃったとおり、一応３本大きな柱は、勉強、学力アップと、図書館の活性

化ですよね。それと、あと緑化活動と、あとクラブの顧問に、顧問の先生がやっぱり今

大変なんで、例えば市岡中学校だったら華道部の顧問の先生が、もうこの間、退職され

たんで、そんなときに、地域の方でお花を教えていただける方とか、茶道を教えていた

だける方とか、そういう方を地域で探させていただいて、ご協力いただいたりしていま

す。 

あと、私、また別の中学校も行っているんですけども、そこの区のほうは、家庭学習

のプリントを毎日つくって、中学校なんですけども、持って帰って、それでまた集めて

添削してという、そういう添削係の方もいていたりとか、いろいろ中学校のニーズでさ

せていただいています。で、いいんでしょうか。 

○森下議長 ありがとうございます。 

はぐくみは、教育協議会でしたっけ、名前はすごく大層で、なんですけど、元気アッ

プと比べて、確かに委員に入っていても、もう一つ何をやっているかよくわからないと

いうか、元気アップの小学校版という感じなんですかね。 

○花立教育担当課長 そうですね、簡単に言うと、学校応援団なんですね。学校、１

番大きな柱の事業は広報活動だと思います。学校でやっている取り組みを、地域に広報
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誌にして配布するということ。それで学校のことを地域の方に知っていただいて、地域

の方の参画を促していくということですね。 

また、やはり学校によっては、いろいろはぐくみの枠で学校と連携した取り組みをさ

れています。南市岡小学校などは、本当に、はぐくみネットが始まったときから活発に

活動されている学校でして、港区は、ほかの区よりも地域と学校が連携されて、取り組

みをたくさんされているという状況にはあると思っております。 

○森下議長 やっぱりメーンは高校なわけですか。 

はい、宮崎さん。 

○宮崎委員 私、南市岡小学校で、平成１４年からはぐくみネットを立ち上げている

んですけども、もともとは学校と地域と家庭をつなぐ橋渡しという形で始まったんです。 

例えば、まず広報なんです。学校でどんなことをしている、学校の先生から記事をい

ただいて載せたりとか、地域でこんなんやっているよ、Ｐさん入りませんかというよう

なことをしたりとか。例えば夏休みであれば、プール開放のときに、待っている間に図

書館を開放します。でも、先生はプール開放に行っていて見られないので、地域の方ど

うぞ、図書館のボランティアで参加してもらえませんかというような形をしております。 

防災体験とかがあるんですけれども、子どもだけでなくて、町会ごとに分かれて行く

んです。そのときに、はぐくみですから、地域の方に声をかけて、皆さん、町会長さん

はこの方ですよ、あなたの町会長さんはここですよという形で紹介させていただいて、

学校の授業の間に、５時間目、６時間目ということを使わせていただいて、市岡高校の

ほうへ、うちのほうは地盤が低いんで、うちの学校では助からないので、市岡高校のほ

うへ逃げましょう。そういうときに、高校のほうとお話させていただいたりとか、学校

のために、地域のためにという形で活動をしております。 

○森下議長 ありがとうございます。審議よろしいでしょうか。 

○髙橋委員 はい、ありがとうございます。 

○森下議長 ほか何かございませんでしょうか。 
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では、ないようでしたら、議題２番です。「（２）平成２７年度施策・事業の評価につ

いて」、こちらのほうを花立課長、ご説明よろしくお願いします。 

○花立教育担当課長 平成２７年度の施策・事業について、昨年１年間、運営方針に

基づいて実施した結果について、それぞれで設定した目標の達成状況を点検しました自

己評価を取りまとめましたのでご報告いたします。これは、必要な施策の改定、見直し

を行って、実効性のあるＰＤＣ、ＰＰＣＡサイクルを推進するためのものでございます。 

それでは、資料Ｃ－２、「平成２７年度港区運営方針 自己評価 概要版」を出して

いただけますでしょうか。資料Ｃ－２でございます。そちらの３０ページにあります。

３０ページの真ん中あたりですね。 

「３ 子どもの学ぶ力、生きる力の育成」です。その丸角囲みで記載している学校園

との連携を強化し、学校教育の支援や就学制度の改善など、さまざまな課題に取り組み

ます。以下の記載内容が、中期的な取り組みの方向性、いわゆる戦略というものです。

この中期的な取り組みの方向性に基づいて、平成２７年度実施することとしていた取り

組みが９つありまして、それぞれについて、自己評価を簡単に報告します。 

まず、「１）学校園と連携した教育改革の推進、教育課題解決への取り組み」です。

３０ページの１番下にある枠囲みが取り組み実績です。ここにありますように、学校協

議会への区職員の出席や、区教育行政連絡会の開催、校長会への出席、連絡調整という

ような取り組みを通して、その上です。目標である学校園との連携強化にかかわる新規

取り組みの実施件数２件をめざした結果４件、「結果」というところです。記載してい

ますとおり、港区では区の区政会議、こども青少年部会が兼ねています港区教育会議の

設置など、４件の新規取り組みを達成しました。 

続いて３１ページです。「２）学校園における福祉的課題を抱える児童生徒への支援」、

また続いて「３）学校における発達障害サポート事業」、３２ページの「４）中１ギャ

ップ問題の解決に向けた取り組み」、これらは、目標後、いずれもアンケートで、事業

を有効と考えた割合としております。 
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それぞれの事業において目標を達成しております。取り組み実績は、それぞれ枠囲み

で書かれている取り組み実績として、そういった、ここに書かれているような内容を実

施して、その結果、それぞれの目標を達成したということでございます。 

それでは３２ページをめくっていただけますでしょうか。３２ページ真ん中あたりで

す。 

「５）港区サードプレイス事業（こども居場所づくり）」です。第１の場所は家庭、

第２の場所が子どもにとっては学校、大人にとっては職場です。そのいずれでもない第

３の居場所を子どもに提供する事業です。港区社会福祉協議会と共催して、地域のボラ

ンティアが運営を担って実施しています。毎月第２土曜日の午後２時から４時に、港区

社会福祉協議会ひまわりの１階のカフェスペースで開催してきました。居場所の名前は

エルカフェという名前です。「言える」「笑える」などさまざまなエルがある場所という

意味です。この事業は、子供の居場所づくり事業ですので、目標を複数回利用した参加

者の割合５０％以上という目標を設定しました。しかし、２７年度の実績は、１２．

５％でしたので、目標未達成です。実績が３０％未満の場合は、事業を再構築するとの

撤退基準を徹底していましたので、撤退しても、やめるのでなくて再構築してやり直す

ということです。改善策として、対象とする子どもに不登校の児童・生徒が含まれてい

ることを、もうちょっと打ち出したりとか、これまでは不登校の子どもたちが対象です

というと、ちょっとそういったレッテルを張られるようなことで、より参加しにくくな

ったりとか、そういう場だということで多様な方が参加しにくいということを避けたい

と考えまして、対象としては当初から予定していたんですが、あえて不登校児童・生徒

の方、どうぞということは書かなかったんですが、今回、参加者が少なかったことから、

やはり一番必要としている不登校児童・生徒の方が来られても十分な対応ができますよ

ということを、チラシ等に明示ました。 

また、そういった子どもたちは特にそうですし、小学生の子どもについては、送迎と

いうのが課題になっていましたので、ボランティアが送迎することが可能であることも
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広報しました。 

そのほかの改善点としましては、不登校問題についての講演会、保護者向けの講演会

を実施して、保護者がエルカフェに子供を誘導するような、そういうきっかけづくりも

しまして、また、広報みなとにも改めて広報をしたりとか、そういった広報の強化と開

催日をふやすなど、参加しやすい環境を整えるということを改善策として、一部はもう

既に実行しております。そういうことをして、事業を再構築することとしています。 

３３ページをごらんください。 

「６）絵本とこどもの読書活動の促進」です。こちらは、目標を地域が主体に実施す

る絵本ひろばの回数３回としておりまして、結果は５回でしたので達成です。 

続いて、「７）地域の強みを活かした教育力向上事業（こどもサイエンスカフェ）」に

ついては、八幡屋公園での自然観察体験、「あなたも“りけじょ（理系女子）”になりま

せんか？」というタイトルで、女性獣医を講師とした講習会、また、電気と磁気の実験

をするような勉強会、星空観察会など、計８回開催し、参加者全てがアンケートした結

果、参加してよかったとの回答をいただいていますので、こちらも目標達成です。 

３４ページをごらんください。「８）子どもの英語でのコミュニケーション能力を高

める英語交流事業」です。取り組み実績にありますように、小学校３年生と中学生に、

長時間の充実した参加体験型のアクティブな英語学習の機会を提供しました。また、平

成２６年度にも同様の事業をしておりましたので、平成２６年度の修了生には、授業形

式というよりも、より気楽なカフェ感覚で、英会話を楽しむ英語カフェを実施しました。

目標については、小学３年生の受講者のうち、「外国人が話しかけてきたらどうします

か？」というアンケートに対して、「英語で受け答えする」と回答した者７０％以上を

目標とした結果、結果が８５．７％でしたので、目標達成です。 

「９）青少年の健全育成の推進」です。取り組み実績にありますように、「青少年育

成推進会議」や「こども１１０番の家」事業を実施することにより、青少年育成推進会

議の参加者が、アンケートで、「青少年育成推進会議が有意義である」と回答したもの
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の割合を７０％以上とすることを目標に取り組んだところ、結果が１００％でしたので、

目標達成です。 

「こども１１０番の家」事業につきましては、「こども１１０番の家」はどこにある

かという地図を新たに作成して、小学校を通して全保護者に配布するとともに、区のホ

ームページに掲載し、活動を呼びかけました。先ほど傅馬先生からお話がありましたよ

うな、実際にその地図を使って、子どもと一緒にここが１１０番の家だということを確

認するような取り組みをしていただくように呼びかけをしております。 

次に、資料Ｃ－１、横向きの資料なんですが、「平成２７年度港区運営方針に関する

自己評価の概要」、こちらをごらんください。こちらの９ページになります。よろしい

でしょうか。資料Ｃ－１の９ページをごらんください。 

先ほどご説明しました９つの具体的取り組みと、その目標の達成状況を一覧にしてい

ます。８個については目標達成、１つが目標未達成で、再構築です。このような業績目

標の達成状況をもとに、評価結果の総括を右側の枠囲みで記載しております。 

こちらが平成２７年度の子どもの学ぶ力、生きる力の育成の総括になっております。 

以上でございます。 

○森下議長 ありがとうございます。 

平成２７年度施策事業のご説明をいただきましたけれども、何かご質問等がございます

でしょうか。はい、髙橋委員。 

○髙橋委員 未達成だったサードプレイス事業なんですけど、まず、対象とする子ど

もというのは誰なんですか。誰言うたらおかしいんですけど。含まれているというのは

わかるんですけど。お願いします。 

○花立教育担当課長 先ほど、第１の場所は家庭、第２の場所が学校と申し上げまし

たように、その２つの場所だけでは生活の質として高くなくて、やはり、もう１つの場

所があることが生活の質を高めるということになりますが、なかなか現代ではそういう

場所がないというのが課題となっております。その部分についても、昔だったら原っぱ
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とか広っぱとか友達の家にたむろしたりとか、そういった、公でも私でもなくて、その

間のような場所がある程度あったわけなんですが、今はそういう場所がなくて、息苦し

いような状態があります。その中で、とりわけそういう場所を必要とする子どもたちに

来ていただいたらと思っております。ただ、本当に一番来ていただきたいのは、そうい

う切実に必要とする子どもなんですが、そうでない子どもも排除するものではありませ

ん。対象としましては、小学校、中学校の児童生徒です。ですから、本当に切実に必要

とするという子どもは、例えば学校が居場所になっていない子どもとかですね、家庭が

居場所になっていない子どもとかになると思います。 

○髙橋委員 まあ、言うたら全員ですよね。障がいを持っている子どもたちとか、不

登校の子ども、例えばハンディがある子であったりとか、通常じゃない子どもが対象と

いう限定された分じゃなくて、言うたら全体的な、ですよね。 

○花立教育担当課長 はい、全員が確かにサードプレイスを必要としているんですが、

より切実に必要としている子を積極的に誘導したいと思っておりまして、その１つが不

登校の子供たちだったりと思っています。 

○髙橋委員 あと、これ、ちょっと言いたいことを言わせてもらおうと思うんですけ

ど、僕、ボランティアやっている関係上、社協のほうも出入りさせてもらっていて、ち

ょうど立ち上げはったときがバス旅行というか研修旅行、研修に行ったときにお話を聞

いて、僕のボランティアも実はこのサードプレイスめざしていまして、アフタースクー

ルという形で、こうやっていこうというので立ち上げたんですけれども、とにかく物す

ごい難しいんですよね。僕、無理やでというぐらいの勢いで話をしていたんですけど、

まあ、実際、１年様子を見させてもらっていたら、広報不足でもあるし、内容的にも、

僕から率直なあれなんですけど、おもしろくなさそうだし、興味の湧くような話でもな

いし。例えば、不登校であったりとか、発達障がいの子らばっかり集めるみたいな、私

らだけ集められるのみたいな、見方を変えたら、落ちこぼれじゃないけどそんなんばっ

かり集めて何かしようとしてるのと違うのみたいなふうにも映ったりであったりとか。 
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あと、実際そのボランティアに参加している方、ボランティアとしてやってはるのは

すごいすばらしいことだなとは思うんですけれども、僕ら、研修旅行中に、僕はやっぱ

りかかわっていますんでお話を聞いたりするんですけど、働きかけであったりとか、努

力不足言ったらおかしいんですけど、そういう子供たちが、例えば僕、発達障がいの子

どもが、あえてボランティアやっていますんで、通常の教え方ではあかん。あかん言っ

たらおかしいんですけど、合わせたやり方というのがやっぱりあるんですよね。そうい

うもののスキルを持ってはれへんというか、勉強してはらへんのと違うんかなとか。け

えへんねん、あの子らみたいな、回答、そんな軽い感じであったりとかね。否定するわ

けじゃないんですけど、それほどやっぱり僕、これは難しい事業だと思うんですよ。ま

あ言うたら、学校に行かない子どもといっても外に出たくないと思っている子を、まず

出すというの、物すごいやっぱり結構難しいことだと思うんですね。 

サードプレイスというのは、学校じゃ重荷だけれども、そこやったら私行けるねん。

自分が出せるねん、じゃないんですけど、そういう気持ちを軽くしてあげる場所でない

とあかんところが、何か逆に重くなっているような感じを受けるんですけども。 

そういうあかんことばっかり言うんじゃないんですけど、逆に、僕の対策いうか、例

えば僕のボランティア団体でしたら、発達障がいの子どもたちのところに動物、小動物

であったりとか、爬虫類とかですけど、触れ合いをきっかけに注目させるとか、発言さ

せてあげるとか、そういう動きというのをしてあげたりとか、あと、不登校の子どもで

あっても、何か関心があるというか、興味があるようなこと持ってへんやろうかぐらい

の、遊びとかゲームが多いんですけれども、そういうのを取り入れてあげるであったり

と。 

あと、広報不足というか、役所で宣伝をしてるねん、広報誌に載せているじゃなくて、

もうダイレクトに小学校とか、中学校のほうで、先生から教室で、こんなんやっている

よとか、もっと軽い感じって言うたらおかしいんですけど、例えば触れ合いであったら

爬虫類が今度どこそこに来るらしいぞ、おまえら知ってるか、さわれるらしいぞぐらい
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の宣伝してあげたら興味も湧いて、もっと行きやすいんじゃないかなと思うんです。 

以上です。 

あともう一点。ごめんなさい。で、どういうふうにしていったらええという、スキル

を上げるのに、さっきも言ってはったと思うんですけど、そういう教室というか、親と

かボランティアの方対象に実績のある講師さんをちょっと招いたりであったりとか、Ｎ

ＰＯさんとかでも結構いてはるんで、僕にも言うてもらえましたら紹介しますし、何や

ったら僕が講師してもいいですし、簡単なアドバイスで、結構、楽にクリアできると思

うんですよ。そういう何かあれをしてあげてほしいなと思います。 

以上です。 

○花立教育担当課長 いろいろ貴重なご意見をありがとうございます。 

まず、広報については、本当にいろいろさせていただいているんですが、なかなか必

要な人に届かないという面があると思います。おっしゃっていただいたように、学校に

は、実は小中学校、全保護者に配布しているんですが、また、改めて配布したいなと思

っております。おっしゃられるように、まさにスティグマというんですか、そういうレ

ッテルが張られないようにというのは当初から気をつけていまして、最初は、不登校と

かそういった言葉は一切入れなかったんです。ところが、実際、実施してみるとやはり

不登校の子どもであるとかが来られるんですね。そういう、一応、一番必要としている

方々に、もうちょっとちゃんと届くようなメッセージを、チラシとかに入れたいという

ことで。入れ方としましては、不登校など課題を抱えている子どもの参加にも対応して

いますというような言葉を入れさせていただいたんですが、不登校の子どもだけですよ

とか、そういうことは注意してやっているつもりなんですが、今後もしっかり気を引き

締めまして、注意をしてやっていきたいと思っております。 

また、今回ですね、実は５月１４日に、ｏｆｆｉｃｅドーナツトークの代表の田中俊

英さんをお招きして、「不登校など課題のある子どもとのかかわり方と子どもの居場所

について」という講演会を、実はエルカフェの時間に合わせてさせていただいて、そこ



- 25 - 

に集まった保護者の子どもさんを誘導するということを今回やりました。そこには、ボ

ランティアの方も参加いただいて、講演を聞いたりとかしております。 

エルカフェのボランティアは非常にさまざまな方がいらっしゃって、確かに全くこう

いう活動に初心者の方もいらっしゃいますし、中には、実は退職教員で、かなり専門性

の高い方、また、いきいきで、障がい者を含め現実に今、子どもにかかわっている方、

また、青少年指導員とか子ども会の方、そういった子どもにかかわりのある方もかなり

いらっしゃっていまして、そういったスタッフの面ではかなり恵まれているのかなと思

っているんです。おっしゃられるように研修については引き続きやって、専門性を高め

ていきたいとは思っておりまして、また最後に報告するんですが、ＬＤの研修について

予定しているんです。また最後に報告させていただきます。ありがとうございます。 

○森下議長 ありがとうございます。 

小林校長先生、弁天小学校さんに限らずなんですけど、通学する上に当たって、ちょ

っとしんどいなという子どもがいたときに、学校側としても学校の中で解決しようと努

力されるんだと思うんですけれども、例えば担任の先生と相談をして、その辺のエルカ

フェとかいうような取り組みを紹介するではないですけど、そういうことというのはあ

るんでしょうか。 

○小林弁天小学校校長 本校にも、学校に来にくい子どもが何人かいます。放課後に

担任が家に行って、勉強を見たり、話を聞いたりということを取り組んでいることもあ

りますし、朝、電話をして迎えに行くということもありますし、それから学校に、教員

以外に支援員の方が入っていただいていますので、その方に行っていただいたりとかと

いうのもあります。今言っていただいたように、こんなことありますよということもさ

せてもらっていますし、もう、いろんな手をとってはいますし、区役所さんのお世話に

もなっていますけども、すぐにその効果が現れるというところにはなかなか行きつけて

いない。じわじわっとしか、何かの折に学校に来ることができた、それも単発ですけど

も、ああ、きょう来てよかったねというようなこともありますし、もう本当に苦労はし
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ていますので、こういう取り組みは、ぜひ、続けていただきたいなと思っています。以

上です。 

○森下議長 ありがとうございます。ほか何かご意見、ご質問等ございますでしょう

か。 

○花立教育担当課長 平成２８年度でも、ほぼ同じ事業を継続して、また新規の事業

を実施している状況ですんで、平成２８年度の報告でも今年度も含めてご意見いただけ

ればと思います。 

○森下議長 では、ないようでしたら、続きまして、「（３）平成２８年度の取組につ

いて」、こちらのほうも花立課長、よろしくお願いします。 

○花立教育担当課長 引き続きご説明させていただきます。事前送付資料Ｅ、「平成２

８年度港区運営方針 概要版」をごらんください。 

資料Ｅの２０ページです。こちらの１番上にあります「経営課題４、「子どもの学

び」と「子育て世代」を応援するまちづくり」は、港区まちづくりビジョンの５つの柱

の４番目の柱です。従前の将来ビジョンでは、子育て世代が魅力を感じるまちづくりで

したので、「子どもの学び」という言葉が入りまして、子どもの学びにより重点を置い

たものとなっています。 

２０ページに書かれている内容は、柱として書かれている「子どもの学び」と「子育

て世代」を応援する町になるというめざすべき将来像、こちらは、１０年から２０年の

期間の将来像と現状との差を解消するために必要なことを課題として挙げたものです。

課題がこちらに書かれているということです。 

２１ページをごらんください。そのような課題を解決するための中期的な目標に向か

っての取り組みの方向性、いわゆる戦略ですね。中期的な取り組みの方向性が、ここの

枠囲みの２１ページ「１ 「子どもの学び」の応援」という下にあります。丸い枠囲み

に書かれている４項目です。この４項目の取り組みの方向性に基づいて、２１ページか

ら２３ページまでの１１の具体的取り組みを、平成２８年度は実施してまいります。 
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ここでは、新規事業についてのみ説明させていただきます。先ほど平成２７年度の報

告で継続事業については説明できてますので、新規事業についてのみ説明いたします。 

２１ページの１番下、「３）地域の強みを活かした教育力向上」をごらんください。

区内の教育資源、例えば大阪プールでありますとか海遊館といった非常に貴重な教育資

源がありますので、そういった資源を活用するなどして、地域の強みを生かした手法で、

特色ある学校教育の充実や社会教育の機会の提供を行うと書いておりますが、具体的に

は、港区内の全小中学校の１学校、１学年を対象に、海遊館生物学教室、大阪プールの

スケートリンクでのスケート教室のいずれかを実施する授業です。すなわち、１学校、

１学年が大阪プールでのスケート教室をやるのか、海遊館の生物学教室やるのかを選択

いただくという授業です。 

この具体的取り組みを通して、目標に掲げている各取り組みメニューの提供先となる

対象、学校や参加者などへのアンケートにおける肯定的意見７割以上を達成することを

めざしています。 

続いて２２ページの１番上です。「４）多文化共生教育スタートアップ事業」です。

この事業は、自治体国際交流協会という団体からの助成金を、いわゆる外部資金を獲得

して実施するものです。予算額は、こちらでは３５８万８０００円となっておりますが、

実際に獲得できましたのは、２１０万でした。しかし、メニュー自体は規模を縮小して

全て実施する予定としております。授業料としては圧縮していますが、メニュー自体は

全て実施します。 

実施内容としましては、地域の外国語を話せる人を学校へ通訳として派遣する、いわ

ゆるコミュニティー通訳と言うんですが、地域の外国籍の方で、もしくは日本の方で、

外国語を話す方を通訳として派遣すること。また、多文化カフェというものを実施しま

す。多文化カフェは、留学生や港区在住、在学、在勤の外国籍住民と、港区の小学校４

年生から中学生が交流するものです。カフェ感覚で英会話を楽しみながら英語でのコミ

ュニケーション能力、子供たちの英語でのコミュニケーション能力の向上と、多文化共
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生を学ぶ交流の場です。８月からの実施を予定しておりまして、現在、事業者を決める

ためのプロポーザルを募集している。プロポーザルで事業者を決めるんですが、その事

業者を募集しているところです。 

目標は、こども多文化カフェの参加児童・生徒へのアンケートで、「多文化共生に関

心を持った」と回答する割合６０％以上としています。こちらについては、２２ページ

の１番下の「７）帰国・来日等の児童・生徒への学習サポート等」と連携して行うこと

としています。 

こちらの帰国・来日等の授業が、生徒への学習サポートは、区内の小中学校で、日本

語での学習活動への参加に大きな支障が生じている外国にルーツを持つ児童・生徒への

学習サポーターを配置するものです。近年、全国的にそうですが、大阪でも外国からの

子供たちがふえておりまして、学校現場でもふえております。そういった子どもたちの

学習をサポートをするサポーターを配置するものです。 

なお、ここには従前から実施している学校での絵本ひろばの開催を促進する取り組み

も含んでいます。目標としましては、学習サポーターなど、ボランティアサポーターの

配置が「有効」と回答した学校の割合を７０％以上としています。 

資料がちょっと変わるんですが、当日資料Ｋをごらんください。「平成２７年度 全

国学力・学習状況調査」、表になっている分ですね。 

こちらは、平成２７年度の全国学力・学習状況調査と全国体力・運動能力、運動習慣

等調査の港区の小中学校の状況についての一覧です。 

まず、上の表をごらんください。学力テストの結果につきましては、全国平均、大阪

市平均について、３番目の欄が、平均正答率が「全国平均以上の港区の学校数」となっ

ています。上の表の上から３段目ですね。全国平均正答率、大阪市平均正答率、その次

です。「全国平均以上の港区の学校数」という欄を横にごらんください。全国平均以上

の港区の小学校は、１１小学校中、国語Ａは０校、国語Ｂも０校、算数Ａは１校、算数

Ｂは２校、理科は０校、続いて、中学校になりますが、中学校は、全ての教科で全国平
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均を上回る学校はありませんで、５校中０校となっています。 

この同じ表の下から２段目を見ていただけますでしょうか。大阪市平均以上の港区の

学校数になります。これも横に見ていただきます。「大阪市平均以上の港区の学校数」

については、大阪市１１校中、国語Ａは２校が上回っています。大阪市で上回ったのは

２校です。国語Ｂは２校、算数Ａは３校、算数Ｂは２校、理科は２校です。中学校につ

いては、大阪市平均を上回ったのは５校中、国語Ａは０校、国語Ｂは２校、数学Ａは１

校、数学Ｂは０校、理科は０校でした。学力についてです。 

続いて下の表をごらんください。体力については、表の下に＊６で書いていますよう

に、小規模校で調査数が少ないために公表していない学校が小学校で１校ありまして、

小学校数は港区は１１校なんですが、１０校の結果をここの表に落としています。 

表に戻りますと、体力合計点が「全国平均以上の港区の学校数」は、小学校男子は１

０校中２校、小学校女子は１０校中５校、中学校男子は５校中４校、中学校女子は５校

中１校です。体力合計が、「大阪市平均以上の港区の学校数」、こちらは、下から２段目

を横にごらんください。小学校男子は１０校中５校、小学校女子は１０校中７校、中学

校男子は５校中５校、女子は５校中２校となっております。 

このように、学力については非常に厳しいと言わざるを得ない状況になっています。

このような状況から、区としましても学力向上に取り組んでおります。とりわけ学力と

相関の高い学校教育以外の学習時間、すなわち家庭学習です。家庭学習の習慣づけをす

ることが重要と考えて、平成２６年には、「港区版 家庭学習の手引き」を作成し、区

内小中学校全保護者に配布し、講習会等も開催して、活用を図ってきたところです。 

また、小学校６年生が中学校１年生になる春休みに家庭学習に取り組んでいただいて、

中学校の担任に提出する「みなりん学習ドリル」も作成、配布するなど行ってきました。 

また、今後は中学校における塾代助成事業の活用や、学校教育以外の学習の場への児

童生徒の参加の促進や、そういった環境の整備などにも取り組んでいく予定としており

ます。 
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また、「家庭学習の手引き」については、わかりやすくはしたつもりなんですが、や

はりかなり分厚いものだったので、こちらの区政会議のこども青少年部会でも何回かご

議論いただきまして、その意見を反映した概要版を今ほぼ完成しましたので、もう少し

しましたら印刷しまして、全保護者に配布して活用を図っていく予定としております。 

以上となってございます。 

○森下議長 ありがとうございます。平成２８年度に始まりました新たな取り組みに

ついてご説明をいただきましたけれども、何かご質問等ございませんでしょうか。 

はい、髙橋委員。 

○髙橋委員 きょうはおとなし目にしとこうと思いながら、何回も言ってすいません。

学力と体力の調査表なんですけど、せっかくこんいうのが出ているんだったら、去年、

おととし頑張っているのか頑張れていないのか、もっと見やすくしてほしいので、年度

別の表をつくっていただければありがたいなと。去年は、こうでしただけじゃなくて。

何か、体力、もっと悪かったような気がしたんですけど、頑張っているやん中学校とか、

ふと思ったんですけど、どうやったかな、僕の記憶違いかなとか思ったんで、前の資料

があれば、わかりやすいかと思いますんでお願いします。 

○花立教育担当課長 ありがとうございます。確かに体力、特に中学校男子は昨年と

比べまして平均点が上がっております。 

○髙橋委員 ですよね。 

○花立教育担当課長 はい。ちょっとそういったことを工夫して、お示しできればと

思っております。ありがとうございます。 

○尾方委員 ２１ページの地域の強みを活かした教育向上なんですけれども、１学年、

１学級なんですね。 

○花立教育担当課長 １学校、１学年です。 

○尾方委員 １学校、１学年。これはことしだけ、その次のときはまた違うの。要す

るに、１学級だけしかだめなの、ということです。 



- 31 - 

○花立教育担当課長 １学年だけです。 

○尾方委員 １学年だけ。来年なったら次の学年が行けるかどうか。 

○花立教育担当課長 そうです。例えば、小学校で６年生というふうに設定されれば、

６年になれば必ず１度機会はございますね。 

○尾方委員 行けるということやね。 

○花立教育担当課長 はい、そうでございます。 

○尾方委員 いや、１学校で１学級だけだったら、ほかの人は行かれなくなるからと、

全員一応行ける、まあプールならプールは、どこの何々小学校の全員は、毎年は交代で

は行けるということなんですか。 

○花立教育担当課長 そうですね、この事業が続けば、例えば小学校では６年たてば

必ず行っているということになります。 

○尾方委員 了解。 

○森下議長 ありがとうございます。山口委員、体力というところではご専門だと思

いますけども、何かご意見はありませんか。 

○山口委員 公募委員の山口です。よろしくお願いします。 

私は港区在勤という形で、今、職場は中央体育館の事務所にずっと勤めておるんです

けども、子どもの体力、あるいは学力というお話の中で、やはり体力の低下というのは、

子どのときだけではなくて、ずっと大人になってからも、あるいは高齢になってからも

健康が保てるかどうかという一つの重要な部分かなと思いまして。 

先ほどからも、八幡屋公園とか大阪プールとか、いろいろ施設名が出てきてはいるん

ですけども、やっぱり小さなころから体を動かしているかどうかというところが、ひと

つ体力向上につなげやすいかどうかにかかっていると思いますので。例えば公園で走り

回るだけでも違うでしょうし、大阪プール、今回の取り組みはスケートだったかと思い

ますけども、実は、競技用のプール、夏はプールになりまして、水深が３メートルぐら

いのプールですけども、全部床がこう上下に動かせるような設備になっております。か
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つ平日の午前中なんかは、個人利用といっても、結構お客さんが少ない時間帯もありま

すので、港区にある全国に誇れるようなプール、大阪市の施設ということもあって、例

えばプールに何かしらこう来ていただいて、港区の小学生、中学生の泳力向上につなげ

られるような取り組みが、僕の職場的にもこう何か協力できれば、非常に社会資源とい

いますか、大阪市の資源を使って、子どもの体力、今で言いますと泳力につながってい

くんだろうなと。 

非常に感覚的な話で申しわけないんですけども、それがプールであったり、体育館で

あったり、公園の芝生広場であったり、何かにこうつながっていけないかなと思って、

ちょっとまだ具体的なイメージをつくるとこまではいっていないんですけども。 

あと、もう１点、ちょっとついでに、子どもばかりじゃなくて、高齢者のお話もさせ

ていただいたんですけども、公園にいろいろ勤めている中で、公園というのは、子ども

から高齢の方まで全てに関係してくる施設でもあります。この間、お仕事の中で、高齢

者の体力向上とか、緑の癒やし部分に関しても、小粒ではあるんですけどもやってきて 

おりまして、子どもの体力づくりや高齢者の健康づくりまで、幅広くいろんな事業を今

後もやっていったり、あるいはもう一つのテーマとして、施設が地域に積極的に協力し

ていって、せっかくの資源を有効に使っていただけるような取り組みにつなげていけれ

ばなというふうに個人的には思っておりますので、何かのヒントになれば、またいろい

ろお話をさせていただけるかなと思っておりますんで、よろしくお願いします。 

○森下議長 ありがとうございます。僕ら子どものときは、体育館とか、そんな設備

はなくても、ゴムボールが１つあれば、もう１日中遊べましたし、ボールがなくても鬼

ごっこではないですけど走り回って、遊び方というのは幾らでもあって、クラスのもう

ほとんど、３分の２ぐらいの子らは、本当にスポーツ万能だったんですけど、今は極端

に差があるというか。できる子はもう本当にアスリートぐらいの感じのスポーツができ

て、もうだめな子は全く、前回りもできないというような子どもになってしまっている

のがちょっと心配なところではあるんですけども、前川委員さん、木登りやら、虫とり
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やらやっておられた世代だと思うんですけども。 

○前川委員 今でもやっとるで。２０日ぐらいに孫と一緒に行って。経験でだけしか

よう物を言わんけど。まあ、こないだの日曜日も。公募の前川です。こないだの日曜日

も子供連れて遊びに行って、子どもらと一緒にメダカをようけとってきて、それでオタ

マジャクシ、足が出てきとる感じです。そんなようなこと、やってます。 

○尾方委員 ちょっとほかのことなんですけども、山口委員にお伺いしたいんですけ

ど。体育館、僕は１回も入ったことないんですけども、年に１回か２回、無料開放とい

いますか、港区民であれば、このようなこと何かしますんで、バレーボールだろうが何

だろうが、体育館の中で無料開放、港区の人は全員来てくださいというイベントみたい

なのはできないですか。入ったことがないんでね。 

○山口委員 先日、八幡屋公園のすぐ隣にある田中小学校の教頭先生とお話をする機

会がありまして、プールとかスケートと聞くと、中で何をやっているかというのがわか

りやすいと。ところが体育館と聞くだけで、ブラックボックス的な、中で何をやってい

るかわからないですとか、そもそも入っていいものかどうかというのがわからないとい

うふうに。長年小学校で、横で勤めてはる先生ですらそういう印象を持たれていまして、

そういうことであれば地域の方々も、きっと体育館ってどんなとこだろうと。実は、平

成２８年度で、建って２０年たつというふうに聞いておるんですけども、いまだにその

体育館がどういうものかですとか、いうことが、これは僕たちの反省点でもありますし、

これからの課題でもあるんですけども、地域にもう少し開けていかないといけないかな

というふうに思いまして。今後５年間の一つのテーマとして、先ほど言いましたように、

地域にできるだけ感謝しながら、どういうことでつながっていけるかということが、必

死に感じているところでして。 

この間、今おっしゃっていた無料開放ですとか、あるいは地域の方に向けた事業の取

り組みの幾つかの例を申し上げますと、毎年３月の祝日、３月２０日前後の祝日に、公

園とプールと体育館全て、無料ではないんですけど、２００円、３００円というような
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会費をいただいて、中でいろんな子どもたち向けのブースをたくさん設けたフェスタを

やっておりまして。あるいは昔、夕焼けコンサートという形で、体育館におりていくス

ロープの坂の下で吹奏楽部の演奏会みたいなこと、これは当時無料でやっていたんです

けども。その名残で、今は有料にはなっちゃったんですけども、今、外でやっていたコ

ンサートをアリーナの中に入れて、この７月１８日にさわやかサマーコンサートという

イベントをやるんですけども。 

そういった地域向けのイベントですとか、あるいは小学校、中学校の生徒さんに社会

見学という形で中に入っていただいて、我々スタッフが、こういう施設です、こういう

大会やりますというのは、社会見学ですとか、職場体験の受け入れということ、この間

ずっとやってきているんですけども。なかなか体育館でいいますと、スポーツ大会が常

にこう入っているような稼働率の高い施設でありますので、施設がぽっと、例えばキャ

ンセルであいたときに、そういった形で何か地域向けのイベントができないかというこ

とが、今、これからの課題としていろいろ考えておりますので、体育館としてはそうい

う形です。 

プールのほうは、今先ほど言いましたように、平日の閑散期といいますか、なかなか

個人さんでも需要がない時間帯をどうにかして活用して、いろんな向上に向けた取り組

みができないかなとは考えております。実際、これも小学校単位で、授業で使っていた

だいたりという取り組みはさせていただいているんですけども、もう少しいろんな方が

気軽に施設に入ったり、参加したりしやすいようなことを、皆さんの知恵を拝借しなが

ら一緒にできたらなというふうに考えております。 

○尾方委員 ぜひともよろしくお願いします。 

○森下議長 ありがとうございました。ほか、何かご意見はございませんでしょうか。 

では、ないようでしたら「（４）その他」ですね。こちらのほう、学校選択制につい

てということなんですが、こちらのほうは谷口窓口サービス課長にご説明をしていだだ

きます。 
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○谷口窓口サービス課長 窓口サービス課長の谷口と申します。よろしくお願いしま

す。 

皆さんのお手元に出ております当日資料Ｄということで、学校選択制の集計表が載っ

ている資料をごらんいただいてよろしいでしょうか。 

私のほうから、平成２８年度の港区の学校選択制の進め方ということでお話したいと

思うんですが、実際にはＪの表の１ページで、平成２８年度のということで言っていま

すけども、実際には平成２７年度の取り組みということになります。ことしの平成２８

年４月に入学された方の選択制の希望調査をした結果ということで、昨年の秋ぐらいに、

一次の結果のご報告なり案内をさせていただいたと思うんですが、その後、希望調査の

最終集計ということをご案内できていなかったと思いますんで、まず最初に、表の上段

の部分でご案内させていただきたいと思います。 

表の見方につきましては、左のほう、縦に各学校、小学校になりますけど載っており

ます。横のほうにも同じように学校が載っておりますけども、実際、見方につきまして

は、市岡小学校を例にとりますと、市岡のすぐ右に進んでいただきますと、校区を選ば

れた方が９０名、校区外の磯路を選ばれた方が１名、校区外の三先を選ばれた方、いわ

ゆる選択をされた方が２名ということで、合計９３名というようなことで、実際に学校、

横側にずっと見ていただきますと、その校区外を選ばれた方と校区を選ばれた方という

ことで、選択の内容がわかるという表になっております。その表の１番右のところ、合

計の希望者数というところの一番下段を見ていただきましたら６２４名ということで、

これは選択の手続というんですか、希望者数の総まとめということになっておりまして、

その中の１９名の方が校区外を選ばれているということになりますんで、選択希望をさ

れた方が１９名いらしゃったという見方ができるということになります。 

同じように、表につきましては中学校を入れております。見方につきましては、同じ

ようになります。 

同じく、合計のところでみていただきますと、６３９名いらっしゃいまして、その中
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の３５名の方が選択を希望された方であるということになります。その隣の校区以外の

学校選択率ということで、平成２６年から平成２８年入学の結果をあらわしています。

上段が港区、下段が大阪市の平均ということになりますんで、見ていただきましたら、

各年度で、小学校のほうにつきましては、当初はないですけども、大阪市の平均よりも

少し低いというような状況になっております。中学校につきましては、大阪市の平均を

上回っているということが、この数字で見ていただけると思います。下段のほうの、こ

こはちょっと校区変更のところは飛ばさせていただいて、３ページのほうを説明させて

いただきます。 

先ほど言いましたように、平成２８年度ということで、本来は平成２９年度の入学者

に係る学校選択制のスケジュールをここでご案内したいんですが、その前に新聞の切り

抜きがついております。皆さんもご承知かもわかりませんが、いわゆる学校選択にかか

わる学校案内があります。ちょうどこの新聞の切り抜きになりますけども。そこのとこ

ろで、過日６月１８日の土曜日ですけども、読売新聞の夕刊で、大阪市の考え方とか、

住吉区の考え方、淀川区の考え方というのが公表、発表されたということで、中身につ

きましてはラインを引いています。 

ちょうど上段のところの真ん中ぐらいになりますけども、「市教委は」というところ

がございますけども、中身につきましては、市教委は従来、進学先と人数については個

人の特定につながるというようなことがございまして、公表を認めていなかったという

ことですが、この４月に、各区長が校長と協議することなどを条件に、公表を認めると

いう方針にされています。そういう流れの、いわゆる学校案内に、進学先というところ

を載せるようになっております。これは、全区共通事項ということになっていますけど

も、その中で、今、これからお話します人数等につきましては、今まで出していません

でしたが、この４月に区長と学校長との間で十分協議をした上で判断をというようなこ

とが、使ってもいいですよという話になりました。 

それを受けまして、ちょうど上段の左端ぐらいになりますけども、住吉区長が、この
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夏に発行する、先ほども言っています学校案内という冊子なんですけども、その中に、

向こうの８中学校の今春の卒業生が進学した高校でありますとか専門学校の校名と人数

を一覧にして、比較できるような形で表示をしていくというような意思です。ただし、

その中で、個人が特定されてしまうというようなおそれがあるときの判断がされた場合

につきましては、人数を伏せるというようなことを学校長と協議していくというような

ことを報道されております。 

同じくその新聞記事の３段目になります。「序列化懸念の声も」というすぐ左のとこ

ろですけども、ラインを引いていますが、こちらのほうは淀川区のほうのことですが、

住吉区と同様の対応を考えていらっしゃったみたいなんですけども、教員でありますと

か保護者らの反対もございまして、淀川区のほうでは見送ったというようなことがこの

新聞報道ということの中で発表されております。 

港区でございますけども、港区につきましては５月に、考え方としまして、５中学の

校長先生方とお話をする中で、平成２７年いわゆる平成２８年の入学者用につくりまし

た学校案内、４ページ以降、５中学の情報を載せています。その中で、それぞれの学校

のページの右下のところに、アンダーラインを入れていると思うんですけども、「卒業

後の主な進路」ということで、新聞記事にありましたような中での学校の行き先です。

公立でありますとか私立高校、専門学校というようなことの情報については、既に港区

のほうでは平成２７年から過去３年間の情報というようなことで掲載してきておるとい

うようなことでございます。 

その情報につきましては、我々港区としましては、全区的に見ても非常に豊富な情報

量になっているというようなこともございまして、各学校長の先生等と協議させていた

だく中で、従来、平成２７年度の記載内容をもって今年度の作成をしていくというよう

なことを調整しましたんで、現在、その流れの中で、学校案内の冊子を調整に入ってお

ります。 

その内容につきましては、ちょっと戻っていただきまして、２ページになりますけど
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も、実際、ことしの学校選択制にかかわりますスケジュールということになります。 

まず、１番上段に出てきますように、５月、６月の間で、今申し上げていましたよう

な「学校案内」の原稿の作成をつくっているということで、港区のほうでは、各学校様

のほうから、各学校の特色であるとかいうことを十分に、記載内容と変更内容としてつ

くっていただいています。その分につきましては、今度ちょっと飛んでしまいますけど

も、８月、９月に該当される保護者の方が、入学される新１年生になられる方、小学校

の、中学生の方に対して、「学校案内」、希望調査を配布するということで準備を進めて

いくということで、現在ちょうど作成の段階というようなことで準備中に入っておりま

す。それが終わりましたら、今度９月に各小学校については郵送、中学校につきまして

は各小学校のほうからご案内をさせていただくというようなことで、順次進めていきた

いというようなことになります。その次に９月、１０月というところで、すいません、

失礼しました。９月の上段です。８日、１１日に、学校選択制につきまして、区役所側

のほうから保護者説明会を開催をさせていただきたいということで、日程、そこに出て

いますように、夜間とお昼の間というようなことを入れまして、皆さんがどちらでも選

んでもらって出やすいような状況をつくりたいということでやっております。 

その後、やはり大事なことは、その冊子だけの中で十分な案内ができないということ

で、学校さんのほうにご協力を得ながら、学校の公開、学校の説明会等を含んで、入学

される方に、さらに情報を十分にとっていただけるようなというようなことで進めてま

いります。１０月３１日ということを期日に入れていますけども、希望調査の１次の締

め切りになっております。ここまでで出てきた分につきまして１１月上旬に希望調査の

集計をしまして、結果の発表ということを考えております。１１月１４日から１８日と

いうことで、希望の変更を受けますというような流れをずっと入れながら、あとはちょ

っとお読みいただきたいんですけども、最終、平成２９年の４月入学式をという運びに

していきたいというような流れで、今現在考えております。 

というのが、我々港区の学校選択制の取り組みであって、学校案内の冊子の作成の考
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え方であるということ、ご案内させてもらいたいと思います。よろしくお願いします。 

もう一点だけ忘れておりまして、一番表の１ページ目に戻っていただきまして、そち

らのほうの南市岡３丁目の、すいません、資料載せております。また参考にご一読いた

だくということでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。 

○森下議長 ありがとうございます。 

学校選択制とあと学校案内、進学先と人数の掲載というところのご説明がありました

けれども、何かご意見がございますでしょうか。 

これは、もう、受け入れ人数というのは決まっているんですか、学校からの。 

○花立教育担当課長 これから学校と調整させていただきます。 

○森下議長 ちょっとまだ調整とか、そういうのは決まっていないということですね。 

○花立教育担当課長 そうですね、なるべく抽選にならないように調整に及びたいと

思っております。 

○森下議長 あと、どうなんですか。この切り抜きに関して、港区としての意見、こ

れはやっぱり議論したほうがいいんですかね。 

○花立教育担当課長 先ほどご説明申し上げましたように、港区では、昨年と同様に、

進学先について学校名を載せさせていただいて人数は載せないということで、学校長と

協議した結果となっております。学校名については正確な情報ということで、かなりた

くさんの学校名を載せさせていただいておりまして、昨年で比較しますと、他区よりも

たくさんの進学先を掲載させていただいております。 

○森下議長 これについては、では、特にその是非を問うということはないの。 

○花立教育担当課長 ご意見あれば、ぜひ、いただければ。 

○森下議長 ということです。何かご意見等ございますでしょうか。 

○野上委員 保育園に勤めております野上と申します。 

昨年度から選択制が始まりました。もっと前ですかね。昨年、年長さんの保護者の方

に、いろいろとアンケートか配られたように記憶しているんですけども。そして、学校
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選択制をどうしようかという悩んでられる保護者の方が何人かいらっしゃいました。本

当に、在校の保護者の方のご意見を聞いたり、学校説明会で、やっぱり隣の学校を選び

ましたとか、そういった現状もありましたので、こういう学校選択制というのは一つな

んだなと思っているんですけれども。 

これは区をまたいではいけないんですね。港区は港区内だけなんですか。これによる

効果というか、目指しているものというところを少し教えていただきたいなと思います。 

○花立教育担当課長 学校選択制の導入時に、全保護者にアンケートをしましたとこ

ろ、学校選択制で、ほかの学校を選びたいというご希望の方が２割ほどいらっしゃいま

した。そういったご希望に添えるということが一つありますし、また、学校選択制によ

って特色ある学校づくりをより進めていくということもございます。 

○田端港区長 保護者、あるいは子どもたちの多様なニーズに応えていくというのが

一番の趣旨です。大阪市の場合は、学校選択制を導入していますけれど、１ページの表

にありますように、基本は校区の学校となっています。ですから、今の校区にお住まい

の方が、自分の校区の小学校を選択すると１００％必ず行っていただけます。そういう

前提の中で、なおかつほかの校区の学校に行きたいという人の希望にかなえるために導

入しています。学校選択制に反対という方は、もう別に、あえて選ばなくてもいいとい

うことと、それと毎年度、学校の受け入れ人数が変動するんですけれど、教室にも限り

がありますので。ただし、学校選択によってかわってくる子どもたちに対しては、１学

級を最大限にしていますので、殺到するとかそういうことは制度的にはないようにして

います。ただ、１学級アッパーといっても、その年度によってどうしても教室が用意で

きないならば、学級の定数いっぱいまでということになってしまいます。そういった２

つの縛りというんですか、まずは校区の学校があって希望すれば必ず校区の学校に行け

るということと、よそからかわってくる、選択によってかわってくる子供たちを受け入

れるのが、最大１学級までと、そういうルールのもとで実施しています。 

○森下議長 ありがとうございます。ほか何かございましたでしょうか。 
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○尾方委員 ある小学校で、今まで２学級あったんやけども、３名ほど足りなかった。

なので、２学級だったんですけども１学級になると。だけども転入ですか、その選択制

で１０名ほど来てくれたらまた行けるんやと、そういう感じで、ある程度、調整はでき

るんですか。来ていただけるという。 

○花立教育担当課長 選択。 

○尾方委員 いやいや、選択する、要するに、行くほうが選択するんですけども、学

校のほうとして来てほしいということないんですか、逆に。 

○花立教育担当課長 クラス数に影響する場合は、学校としてはそういったご事情は

ありますんですが、ただ制度としましては、最初に定員というのを示させていただいて

決まっていきますんで、定員が後から変わるということはないんです。 

○尾方委員 わかりました。 

○森下議長 ありがとうございます。ほかに何かございませんでしょうか。 

では、ないようでしたら、続きまして、子供の生活についての実態調査について、こ

ちらのほう、花立課長よろしくお願いします。 

○花立教育担当課長 当日資料Ｌをごらんください。当日資料Ｌ、「報道発表資料 子

どもの生活に関する実態調査を実施します」です。 

新聞報道でも御存じの方も多いかと思いますが、大阪市は、子どもたちの未来が生ま

れ育った環境によって左右されることなく、みずからの可能性を追求できる社会を目指

し施策を実現するため、貧困やさまざまな困難を抱えている家庭の状況を知り、それを

解決する施策につなぐための調査を実施します。 

調査期間は、６月２７日から順次開始して、７月１４日までの予定です。調査対象は、

大阪市立小学校５年生、大阪市立中学校２年生の全児童とその保護者、大阪市内認定こ

ども園、幼稚園、保育所の全５歳児の保護者の合計約６万人です。この調査については、

回収率、とりわけ貧困やさまざまな困難を抱えている家庭からの回答をできる限り集め

て、施策に反映させることが重要なことから、ＰＴＡや民生委員、児童委員など関係団
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体に対して回収率を上げる取り組みへのご協力をご依頼することとしています。 

以上でございます。 

裏面もあわせて説明させていただきます。当日資料Ｌの裏面ですが、「ＬＤとディス

レクシアの子どもへの理解と支援の現状」の講演会です。この分野で大変著名な品川先

生をお招きすることができまして、７月１３日に港区民センターホールで実施します。

こちらの参加者についても、エルカフェへの誘導を考えていきたいと思っています。 

それからあともう一つです。これからお配りしますが、港区ＷＯＲＫＳ探検団と言い

まして、子どもたちに港区の企業を訪問していただく取り組みを、第５回目となってお

ります。こちらのチラシも記載させていただきます。幸い、大変、今年度人気でして、

ほぼ定員を埋まっている状態でございます。以上です。 

○森下議長 ありがとうございます。 

ディスレクシアということについては、聞く、話す、読む、書く、計算するというと

ころが苦手という子供ということなんですが、牛島委員さん、絵本の読み聞かせをして

おられると思うんですけども、どうですか。 

○牛島委員 絵本、むちゃぶりですね。 

○森下議長 むちゃぶりです。しゃべってはらへんから、むちゃぶりしました。 

○牛島委員 どうつなげればいいのか、頭の中めぐっていますが、読み聞かせという

か、人形劇のほうで、実は宮本さんには何年もいて、ずっと会長をされていましたので、

毎年、池島小学校のほうの校庭開放に行かせていただいてます。ことしから土曜授業に

変わりました。というぐあいで、授業の中で、人形劇をやってくださいということで、

１年、２年、３年生までの児童を多目的に集めて、そこで人形劇を１時間やらせていた

だきました。手前みそですけれども、とても受けがよかったというか、子どもたちの食

いつきがよくて、私たちもとてもやりがいのある土曜授業になったなと言って、来年も

また楽しみだなと。こういう授業を、ほかの学校でもやっていただけたら何ぼでも行き

ますよというようなことをちょっとＰＲさせていただきます。 
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その中には、もちろん発達障がいの子どもたちもいますし、ただ、どうですかね、姫

島のほうにもあります、そういう発達障がい、障がい児の施設に行ったりとか、天王寺

のほうにもあります施設に行ったりとかというので、その障がい児だけの施設にも行く

んですけれども、そういう意味では教育的効果は人形劇、朗読というのは、とっても私

はあると、ある意味手応えを、この何年もやりながら感じています。 

そういう意味では、ボランティアで、その例を使ってもらえるものであれば、何ぼで

も使っていただいたらいいかなと思います。このぐらいでよろしいでしょうか。 

○森下議長 ありがとうございます。 

 一応、全ての議題は終了いたしました。どれについてでも結構ですけど、何か質問し

忘れたこととかというのはございませんでしょうか。では、ないようでしたら、瓜生委

員さん、本日のまとめをよろしくお願いします。では、皆様お疲れさまでした。 

○瓜生副議長 では、皆様お疲れさまでした。この会議も、毎回、回を押すごとに、

いろんな議題がふえてきて、たくさんの話をきょうも盛りだくさんでしたけど。例えば

サードプレイス事業につきましても、これは、いろんなところの問題で、結構難しい、

聞いている私でも、まだまだついていけない。もっともっといろんな分野でも考えてい

けるんじゃないかなと思うところなんで。今回は、１回目、ちょっと失敗のところもあ

りましたけど、これから何年もかけて積み上げていくものだと思っていますので、また、

こういう会の中で、いろんな意見がありましたら、もっと上乗せして、もっともっと中

身のあるいろんな広い分野でもできるようなものになっていけたらいいなと思います。 

あと、学力向上についてもですね、これも１回目、２回目、１年、２年では身につく

ものではないと思いますので、これも地道な積み重ねが大事だと思うということですね。

体力向上も一緒ですね。 

ここで、子ども会のちょっと宣伝をさせてもらおうと、やっぱり子ども会というのは、

どちらかというと学力のほうよりも体力のほうを重視して、今、活動をしているところ

が大きく、先ほど体育館も使わしていただいたというとこ、２００３年あたりの二，三
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年を中央体育館を区役所の活動と一緒にやらせてもらって、区を全部挙げての子どもの

運動会とか、新しいスポーツの、みんなで体験しようとかというので使わしてもらった

ことがあるんですが、その後、やっぱり中央体育館にはなかなか行く機会がない。私ら

として、子ども会としては、横の小さいスポーツセンターのほうを毎年使わせていただ

いて、今度の日曜日も、今度は２年生から４年生を対象にしたドッジボール大会を、こ

としは、この間、抽せんをしましたけど、約５０チームを参加するというところですの

で、もしお手すきがありましたら、子供ら、こういうところでスポーツを積み上げてい

るんやなというところも見ていただけたらと思います。 

あと最後の部分、学校選択制は、私も森下議長も最初のときから一緒にかかわってき

て、一番最初に出てきた問題の中で、じゃ、人気校に集まって、行きたくない学校がど

んどん減ってくるんじゃないかなという心配をすごくしていたときがあったと思うんで

すよ。実際、この表を見させてもらったところで、やっぱり一番予想していた厳しいな

と思う築港中学校が、実際、実数よりもマイナス１３というところがすごくあって、小

学校もマイナス１、どんどんやっぱり、これはどれだけいいものを考えても、地域性の

ものも、遠いからというところもあるんじゃないかなというところで、これも平成３０

年、ある程度目指したところの集計が必要だと思うんですけど、ここもみんなが、いろ

んな学校へ広がっていけるようなところを課題として、こっちのほうも少し見据えた形

で、これから先もこのこども会議が続けばすごくいいなと思っていますので。 

すいません、長いことしゃべったけどいいですかね。ということで、これも含めまし

て、まず第２回、みんなで意義のある会議ができますように、これからもご協力をよろ

しくお願いしたいとともに、本日はどうもお疲れさまでした。ありがとうございました。 

○森下議長 次回の大体の予定というのは決まっていますでしょうか。 

○川上総合政策担当課長 すいません、次回につきましては、本年度の上期の振り返

りをしていただいて、来年度の事業、区の方向性をご議論いただくということで、１０

月の末ぐらいに全体会議の予定をさせていただいておりますので、それの１週間前に、
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また区会ということの予定になります。 

○花立教育担当課長 教育改正になりますんで、緊急にご相談とかご議論をいただき

たいという議案ができましたら、またお願いさせていただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

○森下議長 ありがとうございました。では、これにて第１回区政会議こども青少年

部会を終了させていただきます。お疲れさまでした。 


